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市役所・町役場
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6 税額の納入
（翌月10日まで）

特別徴収税額の通知
（５月31日まで）

4

5
給与の支払いの際
税額を徴収

６月から翌年５月まで
毎月

特別徴収税額の通知
（５月31日まで）

給与支払報告書の提出
（１月31日まで）

特別徴収の方法による納税のしくみ

税額の計算2

事業所 給与所得者

（　　　 　　  ）

気象のおはなし
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放射冷却と霧放射冷却と霧

文責／気象予報士 吉田純代

　兵庫県と県内すべての市町は連携して、個人住民
税の特別徴収を推進しています。
　従業員の方の個人住民税は、特別徴収で納めま
しょう！

◎個人住民税の特別徴収を実施していない事業主
の皆さまへ
　特別徴収とは、従業員の方の給与から個人住民
税を天引きし、事業主の方が従業員の方に代わっ
て、毎月、市町に納入していただくものです。

◆この制度は、地方税法及び各市町の条例の規定により、
所得税の源泉徴収を行う全ての事業主（給与支払者）の
方に義務づけられています。

◆特別徴収が不要なケースは法令で定められており、例え
ば、事業主の方の希望に応じて特別徴収を行う・行わな
いを決めるといったことはできません。

◆従業員の方にとっては、①年４回納める普通徴収に比
べ、毎月の給与天引き（年12回払い）になるので１回当
たりの納税額が少なくて済む、②直接金融機関に出向く
手間がなくなる、③納付忘れを防げるといったメリット
があります。

個人住民税の特別徴収を実施していない事業主の皆さまへ

個人住民税の特別徴収を推進しています
▶問合せ　税務グループ☎０７９（４３５）０３５８
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　冬の天気予報で放射冷却ということばがよく出てくると思います。これは晴
れた朝によく起きる現象です。地上を覆う雲がないために地上付近の熱が大気

中に出てしまって、気温が下がるのです。逆に雲のある時は雲がお布団のような役目を果たして、地上の熱
を閉じ込めるので、それほど気温も下がらないのです。
　放射冷却で地上付近の気温が下がった朝に気を付けないといけないのが、霧です。霧が発生する要因には
いくつかあるのですが、放射冷却による霧が一番身近だと思います。放射冷却で気温が下がってくると、そ
れまで水蒸気として空気中にあったものが水滴に変わって霧となります。
　霧とは、地表付近の視程が１km未満となる現象のことです。霧とよく似たものに靄

もや

がありますが、靄は視
程が１km以上の場合を言います。どちらも見通しが悪くなるので、注意が必要です。
　また海の上でも霧は発生します。湿った暖かい空気が、冷たい海水上に流れ込んで霧となります。この場
合も船舶の見通しが悪くなるので、気を付けてください。
　特に放射冷却による霧は、通勤の時間帯に当たったりすることもあるので、交通機関に影響を与えます。
お車で通勤されている方など、特に注意をしてくださいね。
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防災に関する講演会
（播磨町自主防災組織合同研修会）
　地域防災力の向上を図ることなど
を目的として次のとおり講演会を予
定しています。
　今年度は、神戸市長田区で長年ま
ちづくり活動に携わってこられた

「真野地区まちづくり推進会」清水
光久氏をお招きし、これまでの活動
と共に阪神淡路大震災時の対応活動
についてもお話いただく予定です。
　本講演会は、播磨町自主防災組織
の研修会として開催いたしますが、
一般の方もご参加いただけます。な
お、会場の定員に達した場合はご入
場いただけない可能性があります。
あらかじめご了承ください。

▶日時　12月１日（日）
　　　　10：00〜12：00
　　　　（受付開始９：30）
▶場所　中央公民館 大ホール
▶演題　神戸市長田区真野地区まち

づくり運動の概要
▶講師
　清水光久（神戸市長田区真野地区

まちづくり推進会事務局次長）
▶問合せ　危機管理グループ
　☎０７９（４３５）０９９１
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